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住宅紛争処理・相談業務の概要①

住宅の品質確保の促進等に関する法律（住宅品質確保法） 平成12年４月１日施行

○国土交通大臣は、住宅紛争処理を実施する弁護士会等の法人を「指定住宅紛争処理機関」として指定。当該機
関は建設住宅性能評価書が交付された住宅（評価住宅）の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の
あっせん、調停、仲裁を行う。
⇒全国52の弁護士会（住宅紛争審査会）を指定住宅紛争処理機関に指定。

○ 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の支援等を行う財団法人を「住宅紛争処理支援センター」として指定。
当該機関は紛争処理の業務の支援のほか、評価住宅に関する相談や助言及び苦情の処理（弁護士・建築士に
よる専門家相談（平成22年4月開始）等）等を行う。
⇒（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター（以下「支援センター」という。）を住宅紛争処理支援センターに
指定。

○ 住宅紛争処理支援センターは評価住宅以外の住宅の相談、助言及び苦情の処理も行う（住まいるダイヤルでの
電話相談）。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（住宅瑕疵担保履行法）平成20年４月１日一部施行

住宅瑕疵担保責任保険に係る新築住宅（保険付き住宅）を住宅紛争処理、専門家相談の対象として追加。

住宅リフォームに係る専門家相談（リフォーム専門家相談） 平成22年４月開始（補助事業）

特に消費者のニーズの高い住宅リフォームにつき、弁護士・建築士との面談による専門家相談を実施。

○ 住宅品質確保法・住宅瑕疵担保履行法に基づき、評価住宅・保険付き住宅に関する相談体制、
裁判外の紛争処理体制を整備。

○ 平成22年度より住宅リフォームに関する専門家相談を実施。
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住宅紛争処理・相談業務の概要②

○ 全国52の弁護士会（住宅紛争審査会）にて評価住宅・保険付き住宅に関する裁判外の住宅紛
争処理を実施。

○ 支援センターからの委託により、全国52の弁護士会（住宅紛争審査会）にて評価住宅・保険付き
住宅の専門家相談、リフォーム専門家相談を実施。

○ 支援センターにて全国の住宅取得者等からの電話相談を実施（評価住宅・保険付き住宅以外も
対象。）。

○ 上記費用は（リフォーム専門家相談を除き）、住宅事業者が負担する負担金により賄われる。

支
援
セ
ン
タ
ー

売主・請負人
（住宅事業者）

買主・発注者
（住宅取得者）

売買契約
又は
請負契約

紛争

評価機関・保険法人
負担金評価料金・保険料

全国５２弁護士会
（住宅紛争審査会）

ＡＤＲの実施
（あっせん・調停・仲裁）

＜指定住宅紛争処理機関＞

専門家相談の実施
（弁護士・建築士との面談による相談）

＜支援センターより委託＞ 専門家相談
の委託

紛争処理支援

電話相談

紛争処理・
専門家相談
の申請

電話相談
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評価住宅 保険付き住宅 その他の住宅 リフォーム その他

住まいるダイヤル
（電話相談）

専門家相談 対象外 対象外※

住宅紛争処理
（ＡＤＲ）

対象外 対象外 対象外※

新築住宅 既存住宅

住宅紛争処理・相談業務の概要③

住宅の品質確保の促進等に関する法律（抄）

第六章 住宅に係る紛争の処理体制
第一節 指定住宅紛争処理機関

（業務）
第六十七条 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅（以下この章において「評価住宅」という。）の建設工事の請負契約又は売
買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁（以下この章において「住宅紛争処理」という。）の
業務を行うものとする。

第二節 住宅紛争処理支援センター

（業務）
第八十三条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること。
二 住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
三 住宅紛争処理に関する調査及び研究を行うこと。
四 指定住宅紛争処理機関の紛争処理委員又はその職員に対する研修を行うこと。
五 指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務について、連絡調整を図ること。
六 評価住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと。
七 評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るために必要な業務を行うこと。

（負担金の徴収）
第八十七条 センターは、第八十三条第一項第一号から第六号までの業務（以下この節において「評価住宅関係業務」という。）の実施に必要な経費に充て
るため、登録住宅性能評価機関から負担金を徴収することができる。

※保険付き住宅についても、住宅瑕疵担保履行法により、評価住宅と同様の内容としている。

住宅の品質確保の促進等に関する法律（抄）

第六章 住宅に係る紛争の処理体制
第一節 指定住宅紛争処理機関

（業務）
第六十七条 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅（以下この章において「評価住宅」という。）の建設工事の請負契約又は売
買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁（以下この章において「住宅紛争処理」という。）の
業務を行うものとする。

第二節 住宅紛争処理支援センター

（業務）
第八十三条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること。
二 住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
三 住宅紛争処理に関する調査及び研究を行うこと。
四 指定住宅紛争処理機関の紛争処理委員又はその職員に対する研修を行うこと。
五 指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務について、連絡調整を図ること。
六 評価住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと。
七 評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るために必要な業務を行うこと。

（負担金の徴収）
第八十七条 センターは、第八十三条第一項第一号から第六号までの業務（以下この節において「評価住宅関係業務」という。）の実施に必要な経費に充て
るため、登録住宅性能評価機関から負担金を徴収することができる。

※保険付き住宅についても、住宅瑕疵担保履行法により、評価住宅と同様の内容としている。

評価住宅、保険付き住宅につき、
品確法第67条等により紛争処
理の業務を実施し、品確法第83
条第１項第６号等による業務と
して専門家相談を実施。

評価住宅、保険付き住宅以外
の住宅も含め、請負契約、売買
契約に係る相談、助言及び苦情
の処理を行う。

リフォーム専門家相談は、補助事業として実施。

３

※但し、既存住宅に係る建設住宅性能評価書

が交付された住宅は対象となる。



住宅紛争処理制度について①

○評価住宅、保険付き住宅について、指定住宅紛争処理機関である住宅紛争審査会が裁判外紛争
処理（あっせん、調停、仲裁）を実施。
○簡易・迅速な解決を図るため、住宅瑕疵担保責任保険法人も手続に関与。

売買契約・
請負契約

買主・発注者

申請

あっせん
調停・仲裁

売主・請負人
相談・助言

相談・助言

負担金

支援・助成

住宅紛争審査会
＜指定住宅紛争処理機関＞

（全国52弁護士会）

住宅紛争処理
支援センター
（（公財）住宅リフォーム・
紛争処理支援センター）

資料等
の請求

参加（保険法人のみ）

紛争

評価機関
・保険法人
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住宅紛争処理制度について②

＜対象となる紛争＞
評価住宅（建設住宅性能評価書が交付された住宅）、保険付き住宅（住宅瑕疵担保責
任保険契約に係る新築住宅）の建設工事の請負・売買契約

○負担金の徴収による財源確保に加え、紛争処理の実効性の確保の観点（簡易、迅
速な紛争処理に必要不可欠な設計図面等の資料の入手が容易）より、評価住宅、
保険付き住宅に限定。
※評価機関は建設住宅性能評価申請書及びその添付図書等を評価書交付日より
20年間、保険法人は過去20事業年度に保険証券を発行した住宅に関する図面
・書類等を保管する義務があり、指定住宅紛争処理機関は紛争処理の業務の
実施に必要な限度において、これらの資料の提出等を求めることができる。

○住宅瑕疵に係るもののみならず、請負・売買契約に関する紛争全般が対象となる
（例えば、代金支払いに関する紛争も対象。）。

○引渡し後の期間経過による制限はない（例えば、住宅瑕疵担保責任保険の保険期
間終了後の住宅も対象。）。
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住宅紛争処理制度について③

＜指定住宅紛争処理機関を利用できる者＞
紛争処理の申請者が契約当事者のどちらか一方であれば利用できる。
・評価住宅、保険付き住宅の建築業者、売主（販売業者等）
・評価住宅、保険付き住宅の取得者（発注者、買主）
・評価住宅、保険付き住宅の取得者の相続人 等

○指定住宅紛争処理機関が行う紛争処理は、紛争当事者の双方又は一方からの申請に
よって開始される。

○住宅の発注者、買主のみならず、建築業者、売主も利用できる。
○当該住宅が転売された場合は、保険付き住宅で当該保険契約に転売特約が付帯され
ている場合を除き、転得者は指定住宅紛争処理機関を利用することはできない。

＜指定住宅紛争処理機関、紛争処理委員＞
○指定住宅紛争処理機関として、全国52の弁護士会（住宅紛争審査会）が国土交通大
臣に指定されており、各審査会が選任する弁護士、建築士等が紛争処理委員となっ
ている。

○事件ごとに、住宅紛争審査会の会長が指名する１～３名（内、弁護士が１名以上）
の紛争処理委員が紛争処理を実施する。

＜申請手数料＞
１件につき１万円。

６



住宅紛争処理制度について④

＜保険法人の関与＞
○住宅紛争審査会は、保険法人に和解案又は調停案について意見の照会をすることが
できる。

○住宅紛争審査会は、必要に応じて、利害関係人、紛争当事者として保険法人の参加
を求めることができる。

○保険法人は、
・意見の照会を受けた紛争について和解が成立した場合、その結果を尊重し、

・紛争処理に利害関係人又は紛争当事者として参加した場合、特段の理由が
ない限り住宅紛争審査会から提示された和解案又は調停案を受け入れる。

７

住宅瑕疵担保責任保険法人業務規程の認可基準（抄）

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成１９年法律第６６号。以下「法」という。）第２１条第１項に規定する保険等の業務に関す
る規程の認可は、当該認可の申請に係る保険等の業務に関する規程が、この基準に定める要件に適合するものでなければ、してはならないものと
する。
・・・
１３．保険契約に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
・・・
(3)法第３３条において読み替えて適用する住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第７１条の規定により紛争処理機関
から説明又は資料の提出を求められた場合の対応が定められていること。

(4)法第３３条の規定に基づく住宅瑕疵担保責任保険契約にかかる新築住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争について、紛争処
理機関からの通知により和解案又は調停案について意見の照会を受けた場合は、これに応じて意見を提出することとされていること。

(5)前項に基づき紛争処理機関から照会を受けた紛争について和解が成立した場合、その結果を尊重することとされていること。また、当該和解に
係る保険給付に関し、売主等から紛争処理の申請がなされた場合、これに応じることとされていること。

(6)住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争について、紛争処理機関から利害関係人とし
ての参加を求められた場合、これに応じることとされていること。

(7)発注者等からの請求に関する紛争について、発注者等から紛争処理機関に対して、保険法人を被申請人とする紛争処理の申請がなされた場
合で、建設業者等が相当の期間を経過してもなお特定住宅瑕疵担保責任を履行していない場合には、紛争処理に応じることとされていること。

(8)前２項の規定に基づき紛争処理に利害関係人又は紛争当事者として参加した場合、特段の理由がない限り紛争処理機関から提示された
和解案又は調停案を受け入れることとされていること。
・・・



紛争処理申請により、
時効の進行が中断※

紛争処理中も
時効が進行

時効の中断効（時効の完成猶予）

○裁判外紛争処理（ＡＤＲ）には時効の中断効（改正民法では「時効の完成猶予」）が付与されている
場合もあるが※、住宅紛争審査会が実施するあっせん、調停には時効の中断効がなく、紛争処理
中も時効が進行してしまう。
※例えば、建設工事の請負契約に関する紛争を対象とする建設工事紛争審査会には、あっせん、調停の申請による時効の中断効が付与されている。

（例）

平成20年４月１日
引き渡し

特定住宅瑕疵担保責任期間
の終了間近に、雨水の浸入を
防止する部分の瑕疵が判明

平成30年２月１日
調停申請

同年４月１日
消滅時効成立

平成20年４月１日
引き渡し

平成30年２月１日
調停申請

同年８月１日
調停の手続打ち切り

時効成立間近になると、
短期間で紛争処理を終結
させる必要があり、紛争処
理を利用しづらい。

時効の中断効が付与されると

８

所定の期間内※に、訴え
を提起することが可能。

※建設工事紛争審査会によるあっせん、調停の場合、手続が打ち切られ、１ヶ月以内に訴えを提起したときは、
訴えの提起による時効中断の効果はあっせん、調停の申請の時に遡って認められる。

特定住宅瑕疵担保責任期間
の終了間近に、雨水の浸入を
防止する部分の瑕疵が判明

通常のスケジュール感で紛争処理を行い、
不調時に訴えを提起することもできる。

＜建設工事紛争審査会＞

国土交通省本省（中央審査会）、各都道府県（都道府県審査会）に置かれる建設工事の請負契約に関する紛争を対象とするＡＤＲ機関。工事の欠陥（瑕疵）、請負
代金の未払いのような「建設工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる機関であり、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争等は対象とならない。



専門家相談について

＜対象となる相談＞
○住宅紛争処理制度と同様、評価住宅、保険付き住宅の請負契約・売買契約に関する相談
が対象となり、住宅瑕疵に係るもののみならず、請負・売買契約全般に関する相談が対
象となる。
引渡し後の期間経過による制限はない。

○特に消費者のニーズの高い住宅リフォームも、補助事業として対象に追加。

＜専門家相談を利用できる者＞
○評価住宅、保険付き住宅に係る相談は、住宅取得者、住宅事業者双方の利用が可能。
リフォーム専門家相談は消費者のみ利用可能。

＜専門家相談員＞
○弁護士１名、建築士１名のペアで対応。住宅紛争審査会の紛争処理委員が対応するが、
リフォーム専門家相談については、紛争処理委員以外の方が対応する場合もある。

＜相談時間等＞
○１回１時間。専門家相談員の判断で３回まで継続相談が可能。

＜申請手数料＞
○無料。但し、リフォーム専門家相談のみ、２回目以降の相談は有料（10,300円）。

○ 平成22年４月より、評価住宅、保険付き住宅、住宅リフォームを対象に、弁護士、建築士による
専門家相談を実施（支援センターから全国52の住宅紛争審査会への委託業務。）。

９



住宅紛争処理・専門家相談対象住宅の割合

住宅新築着工戸数：９４．６万戸
（資力確保措置対象外住宅を
除くと、 ８９．９万戸）

紛争処理対象：６０．７万戸
※新築着工の６４％
（資力確保措置対象外住宅を分母から除くと、６８％）

資力確保
措置対象外
４．７万戸

評価住宅かつ
保険付き住宅
５．０万戸

保険付き住宅
４８．０万戸

（新築着工の５１％）

供託の対象：４１．９万戸

（新築着工の４４％）

＜平成29年度の新築住宅に係る実績※＞ ※住宅着工統計、基準日届出、建設住宅性能評価書交付実績、保険証券発行実績及び
支援センターへの負担金納入実績に基づき、国土交通省にて推計。

○新築住宅の２／３程度が対象と推定され、対象外住宅の内、相当数を貸家が占めるものと推定さ
れる。
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＜供託戸数の多い事業者（建設業、宅建業の各々上位10社）の状況※＞

紛争処理対象外：３３．９万戸

（資力確保措置対象外住宅を除くと、
２９．２万戸）

※該当事業者のアンケート回答に基づき、国土交通省にて推計。
該当事業者の供託戸数の合計で、供託の全戸数の２／３以上を占める。

評価住宅
１７．７万戸
（新築着工
の１９％）

評価住宅 左記以外 合計

貸家 0.9万戸 16.8万戸 17.7万戸

貸家以外 7.2万戸 3.9万戸 11.1万戸

合計 8.2万戸 20.7万戸 28.8万戸
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制度の周知広報①

■リーフレット

○ 評価機関、保険法人に対して、住宅事業者経由で評価住宅、保険付き住宅の取得者にリーフ
レットを配布し、制度の周知を行うよう要請している。

○ 保険付き住宅については、保険契約者（住宅事業者）への重要事項説明の一環として、住宅紛
争処理制度の説明も行われるような仕組みとしている。

■保険契約時の説明

保
険
法
人

住
宅
取
得
者

住
宅
事
業
者

住宅取得者
用契約概要

契約内容
確認シート

契約内容
確認シート

契約内容
確認シート

住宅取得者は、住宅紛争処理制度を含む保険の概要について説明を受け、契約内容確認シートに署名（又は記名捺印）。
同シートを住宅事業者経由で保険法人に提出することで、説明漏れを防止する。

重要事項
説明書

住宅取得者
用契約概要

契約内容
確認シート

上記帳票には、住宅紛争処理制度の説明、
確認も含まれる。

評価住宅用 保険付き
住宅用



○ 住宅取得時以降も、支援センターにおいて関係機関と連携し、制度の周知広報を行っている
（資料２－２参照）。

制度の周知広報②
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取得年度 翌年度 ３～６年度目 ７年度目 ８年度目以降

評価住宅・保険付き住宅
取得者への周知

（上記以外も対象とした）
制度の広報

ダイレクトメー

ル送付（保険のみ）

保険契約時の

説明（保険のみ）

ダイレクトメー

ル送付（保険のみ）

○ウェブ広告／デジタルサイネージ広告／自治体広報誌への広告掲載／冊子配布等

○関係機関との連携

新聞広告の掲載（毎年度秋から冬にかけ６回）

リーフレット

の配布


